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金利スワップ取引清算業務に関する業務方法書の取扱いの一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

（ＦＣＭの登録等に関する届出） （ＦＣＭの登録に関する届出） 

第４７条の２ 清算参加者は、次の各号に掲げる

場合のいずれかに該当するときは、当社が公示

により定めるところによりあらかじめ当社に届

け出るものとする。 

（１） 当該清算参加者がＦＣＭとして登録し

ようとする場合又はＦＣＭとしての登録を抹

消しようとする場合 

（２） 当該清算参加者と清算受託契約を締結

している清算委託者がＦＣＭとして登録しよ

うとする場合若しくは登録を抹消しようとす

る場合又はＦＣＭである者と清算受託契約を

締結しようとする場合 

（３） 当該清算参加者がＵ．Ｓ． Ｐｅｒｓｏ

ｎ（米国商品先物取引委員会が公表するＩｎ

ｔｅｒｐｒｅｔｉｖｅ Ｇｕｉｄａｎｃｅ 

ａｎｄ Ｐｏｌｉｃｙ Ｓｔａｔｅｍｅｎｔ 

ｒｅｇａｒｄｉｎｇ Ｃｏｍｐｌｉａｎｃｅ 

ｗｉｔｈ Ｃｅｒｔａｉｎ Ｓｗａｐ Ｒｅ

ｇｕｌａｔｉｏｎs（７８ Ｆｅｄ. Ｒｅｇ. ４

５２９２ （Ｊｕｌｙ ２６, ２０１３））Ｉ

Ｖ.Ａ.１.に規定されるＵ．Ｓ． Ｐｅｒｓｏ

ｎをいう。次号において同じ。）に該当する

こととなる場合又は該当しなくなる場合 

（４） 当該清算参加者と清算受託契約を締結

している清算委託者がＵ．Ｓ． Ｐｅｒｓｏｎ

に該当することとなる場合若しくは該当しな

くなる場合又はＵ．Ｓ． Ｐｅｒｓｏｎである

者と清算受託契約を締結しようとする場合 

第４７条の２ 清算参加者は、ＦＣＭとして登録

しようとする場合又はＦＣＭとしての登録を抹

消しようとする場合には、あらかじめその旨を

当社に届け出るものとする。 

  

  

付  則  
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１ この改正規定は、平成２７年１０月２６日か

ら施行し、当社がＵ．Ｓ．Ｃｏｍｍｏｄｉｔｙ Ｅ

ｘｃｈａｎｇｅ Ａｃｔ Ｓｅｃｔｉｏｎ ５

ｂ（ａ）の規定に基づき、米国商品先物取引委

員会にＤｅｒｉｖａｔｉｖｅｓ Ｃｌｅａｒｉ

ｎｇ Ｏｒｇａｎｉｚａｔｉｏｎの登録を受け

る（以下「ＤＣＯ登録」という。）までの間に

おいて適用する。 

２ 前項の規定にかかわらず、平成２７年１０月

２６日におけるこの改正規定は、第４７条の２

柱書中「あらかじめ」とあるのは「速やかに」

と、同条第１号及び第２号中「登録しようとす

る場合」とあるのは「登録しようとする場合、

既に登録している場合」と、第３号及び第４号

中「該当することとなる場合」とあるのは「該

当することとなる場合、既に該当している場合」

と読み替えて適用する。 

３．第１項及びその他付則にかかわらず、本規則

第４４条第３項、第４４条の２第２項及び第４

７条の３の規定は、平成２７年１０月２６日か

らＤＣＯ登録までの間は、これを適用しない。 

  

 


